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町
で
は「
一
日
子
ど
も
議
会
」を
開
催
し
ま

す
。議
員
に
な
る
の
は
、町
内
中
学
校
か
ら
推

薦
さ
れ
た
16
人（
邑
楽
中
学
校
10
人
、邑
楽
南

中
学
校
６
人
）で
す
。こ
の
一
日
子
ど
も
議
会

の
模
様
は
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
日
時　

７
月
26
日
㊌
・
午
前
10
時

▼
会
場　

町
議
会
本
会
議
場（
役
場
３
階
）

▼
内
容　

町
議
会
一
般
質
問
に
準
じ
た
運
営

で
行
う
。子
ど
も
議
会
議
員
か
ら
一
般
質
問

を
受
け
、町
長
・
副
町
長
・
教
育
長
・
関
係
課
長

が
回
答
す
る

▼
対
象　

ど
な
た
で
も

※
小
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
。

▼
申
込
方
法　

直
接
会
場
へ
来
場
す
る

※
受
付
は
午
前
９
時
30
分
開
始
。

▼
そ
の
他　

議
場
傍
聴
席
が
満
席
に
な
っ
た

場
合
は
、役
場
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ロ
ビ
ー

で
の
傍
聴
と
な
り
ま
す

▼
問
合
先　

役
場
企
画
課
Ｇ
47
―
５
０
０
８

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
・

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

新
し
い
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証

（
８
月
１
日
か
ら
有
効
）は
７
月
中
に
郵
送
さ

れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
、被
保

険
者
証（
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
）と
２
枚
１
組
で
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。継
続
し
て
交
付

を
希
望
す
る
人
は
、８
月
中
に
役
場
住
民
課

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
持
参
す
る
も
の　

国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
で
き
る
書
類
、

運
転
免
許
証
な
ど
、印
鑑

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47
―
５
０
２
０

保
険
者
証
や
受
給
者
証
な
ど
の
更
新

医療
●

●
●
●
●
●

有
効
期
限
は
７
月
31
日
。ご
注
意
を

種　類 対　象 医療費負担 有効期限 更新手続き

国
民
健
康
保
険

高齢受給者証
70～74歳
までの国保
加入者

 昭和19年4月2日
            以降生まれ ２割

所得により
３割 7月31日 該当者へ7月下旬に

郵送予定 昭和19年4月1日
            以前生まれ １割

限度額適用
認定証など

・国保加入者で国保税に滞納がない人
・70～74歳は非課税世帯のみ
※所得が未申告世帯の人は申告が必要

所得に応じた
自己負担額まで 7月31日 役場住民課の窓口で

8月中に手続きをする

後
期
高
齢
者

医
療
保
険

後期高齢者医療
被保険者証 後期高齢者医療保険加入者 １割

（所得により３割） 7月31日 該当者へ7月下旬に
郵送予定

金
澤
さ
ん
が
県
総
合
表
彰
を
受
賞

表彰
●

●
●
●
●
●

点
訳
奉
仕
員
と
し
て
の
活
動
が
評
価
さ
れ

　

金
澤
敬
子
さ
ん（
西
ノ
根
宮
内
中
島
・
24

区
）が
福
祉
分
野
で
県
総
合
表
彰
を
受
賞
し

ま
し
た
。金
澤
さ
ん
は
、平
成
３
年
か
ら
県
立

点
字
図
書
館
で
点
訳
奉
仕
員
と
し
て
点
訳
活

動
に
従
事
。町
内
で
も
点
訳
講
座
の
講
師
や

点
訳
サ
ー
ク
ル「
て
ん
て
ん
む
し
」と
し
て
活

動
を
行
う
な
ど
、長
年
に
わ
た
り
点
訳
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。今
回
の
受
賞
は
そ
の
功

績
が
評
価
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

金
澤
さ
ん
は「
長
年
、点
訳
に
携
わ
っ
て
い

ま
す
が
、悩
む
こ
と
が
増
え
る
ば
か
り
で
す
。

点
訳
作
業
は
、点
字
を
使
用
す
る
人
に
と
っ

て
は
必
要
不
可
欠
。少
し
で
も
点
訳
活
動
に

興
味
を
持
っ
て
関
わ
る
人
が
増
え
て
く
れ
た

ら
い
い
な
と
思
い
ま
す
。何
よ
り
長
年
続
け

て
こ
れ
た
の
は
家
族
の
協
力
が
大
き
か
っ
た

で
す
ね
」と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

金澤 敬子さん
県総合表彰を受賞

（西ノ根宮内中島・24区）

　

町
で
は
、健
や
か
な
成
長
を
願
い
、子
育
て

世
代
の
定
住
促
進
を
図
る
た
め
、出
産
祝
金

を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
人
）

・町
に
６
か
月
以
上
住
所
が
あ
る
父
ま
た
は
母

・
新
た
に
出
生
し
た
子
の
住
所
が
町
に
あ
る

▼
金
額　

第
１
子　

５
万
円

第
２
子　

10
万
円

第
３
子
以
降　

20
万
円

▼
申
請
方
法　

役
場
子
ど
も
支
援
課
に
あ
る

申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
い
て
申
し
込
む

▼
必
要
書
類　

印
鑑
、通
帳

※
そ
の
他
必
要
に
応
じ
て
確
認
す
る
書
類
が

あ
り
ま
す
。

▼
申
請
期
限　

出
生
の
日
か
ら
60
日

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47
―
５
０
２
３

出
産
祝
金
は
第
１
子
か
ら

お祝い
●

●
●
●
●
●

子
育
て
家
庭
を
応
援
し
ま
す

答弁に耳を傾ける中学
生議員（昨年の様子）

　

町
で
は
、米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん

を
対
象
に
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日　

９
月
17
日
㊐

▼
会
場　

町
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
荘

▼
対
象

米
寿　

昭
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
５
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

金
婚　

昭
和
42
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
、婚
姻
届
を
役
場
な
ど
に
提
出
し
た

夫
婦

▼
申
込
方
法　

米
寿　

申
し
込
み
は
不
要

※
役
場
健
康
福
祉
課
か
ら
招
待
状
を
送
付
し

ま
す
。

金
婚　

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

申
し
込
む

※
申
込
用
紙
は
広
報
お
う
ら
７
月
号
と
併
せ

て
配
布
す
る
他
、役
場
健
康
福
祉
課
に
も
あ

り
ま
す
。

※
金
婚
で
町
に
本
籍
が
な
い
人
は
、婚
姻
日

の
確
認
の
た
め
に
戸
籍
謄
本
の
提
出
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
先　

役
場
健
康
福
祉
課
Ｇ
47

―
５
０
２
４

米
寿
・
金
婚
記
念
式
典

式典
●

●
●
●
●
●

米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん
を
祝
福

　

70
歳
以
上
の
人
は
、平
成
29
年
８
月
診
療

分
か
ら
高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更
と
な

り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、全
て
の
人
が
安
心
し
て
医
療
を

受
け
ら
れ
る
社
会
を
維
持
す
る
た
め
、世
代

間
の
公
平
を
図
る
も
の
で
す
。

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

ひ
と
月
に
支
払
っ
た
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
場
合
、決
め
ら
れ
た
上
限
額
を
超
え

た
分
を
払
い
戻
す
制
度
で
す
。

　

上
限
額
は
、個
人
も
し
く
は
世
帯
の
所
得

に
応
じ
て
決
ま
り
ま
す
。

▼
変
更
額　

下
表
の
と
お
り

※
平
成
29
年
8
月
診
療
分
か
ら
、上
限
額
が

変
更
に
な
り
ま
す
。

▼
問
合
先　

役
場
住
民
課
Ｇ
47
―
５
０
２
０

高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
変
更
に
な
り
ま
す

医療
●

●
●
●
●
●

70
歳
以
上
の
皆
さ
ま
へ

適用区分 外来（個人ごと） 外来+入院（世帯ごと） 外来（個人ごと） 外来+入院（世帯ごと）

現役
並み 課税所得145万円以上 44,000円

80,100円+（医療費ー
267,000円）×1％

【多数該当：44,000円※】
57,600円

80,100円+（医療費ー
267,000円）×1％

【多数該当：44,000円※】

一般 課税所得145万円未満 12,000円 44,000円
14,000円
年間上限

14万4,000円

57,600円
【多数該当：44,000円※】

住民税
非課税

Ⅱ住民税非課税世帯
8,000 円

24,600円
8,000 円

24,600円
Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入80万以下など） 15,000円 15,000円

※「多数該当」とは過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給該当が4回以上あった場合「多数該当」の限度額に変更となります。

●平成29年7月まで ●平成29年8月から【青字が変更箇所】

【

【

Q.
なぜ高額療
養費を見直す
のですか ?

A.
高齢者と若者の、
世代間の公平を
図るためです

下の表（一部抜粋）をみてもらうと医療負担の上限額は高齢者のほ
うが若者世代より低く設定されています。世代間の公平を図るた
め、高齢者の負担能力のある人には、ご負担お願いします

一
日
子
ど
も
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

広聴
●

●
●
●
●
●

中
学
生
議
員
の
奮
闘
を
ぜ
ひ
議
場
で


